
中小企業者向け
新型コロナウイルス感染症対策補助金のご案内

申込・問　商工課　☎ 72-2101（内線 432 ～ 434)　 E-mail　shoko@city.chino.lg.jp
　　　　　観光課　☎ 72-2101（内線 422 ～ 423)　 E-mail　kanko@city.chino.lg.jp

新型コロナの影響を受けている中小企業者の皆さんへ

中小企業者等応援金の支給要件を緩和しました
１

新型コロナウイルス感染症拡大により著しく売上が減少して

いる市内中小企業者等を対象に応援金を支給要件を緩和し

支給します。

対象者

市内に事業所等を有する中小企業者等のうち、 令和２年売

上高または事業収入額が令和元年と比較して、 10％ 以上

減少している中小企業者等

※減少率が 20％から 10％となりました。

支給額

●令和２年の売上高又は事業収入額が令和元年に比べ

　 10％以上減少した場合　→　５万円

●令和２年の売上高または事業収入額が令和元年に比べ

50％以上減少し、 かつ令和元年または令和２年のいず

れかの売上額が 1,000 万円以上の場合　→10 万円

申請方法

申請書と必要な書類を茅野市商工課または観光課へ提出し

てください。

申請受付期間

8 月 31 日 （火） まで

必要書類等の詳細はホームページから　➡

ご覧ください。

感染防止強化のための新規設備投資を補助します
２

市内中小事業者等が、 業種別の感染拡大予防ガイドライン

等に沿って、 新型コロナウイルス感染防止対策のための新

規設備投資に要した経費の一部を補助します。

対象者

市内に事業所等を有する中小企業者等であって、 長野県が

推奨する 「新型コロナ対策推進宣言」 や 「茅野あんしん認証」

等に参加をしている事業者

補助対象経費

①基本的な感染防止対策（アルコールディスペンサーの設置など）

②飛沫感染防止対策 （仕切り用アクリル板の設置など）

③接触防止対策 （手洗い場の自動水栓化など）

④換気機能 （吸気口の増設、 換気扇のクリーニングなど）

補助率

補助対象経費の 2/3　　補助限度額は 10 万円

「茅野あんしん認証 EAT」 を取得した場合は補助率 10/10

※「茅野あんしん認証 EAT」 については、 ちの観光まちづ

　　くり推進機構へお問い合わせください （☎78-7631）。

補助対象期間

令和 3 年 4 月 1 日～ 9 月 30 日

申請方法

申請書と必要な書類を茅野市商工課へ提出してください。

申請受付期間

10 月 31 日 （日） まで

必要書類等の詳細はホームページから　➡

ご覧ください。

新型コロナウイルス感染症第４波の影響を受け、著しく売上減少した
市内事業者等へ支援金を支給します

３

対象者 ・ 支給額

市内に事業所等を有する中小企業者等であって、 長野県が

推奨する 「新型コロナ対策推進宣言」 や 「茅野あんしん認証」

等に参加をしている事業者

① 令和 3 年 3 月１日から令和 3 年５月 31 日までの売上

高または事業収入の合計額が平成 31 年３月 1 日から令

和元年５月 31 日までの期間と比べ 20％以上減少して

いる中小企業者等　→　10 万円

②令和 3 年 4 月～５月の期間において、 茅野市が主催ま

たは共催をした催事等において、 キャンセル等により直

接的に損害のあった中小企業者等　→　上限 10 万円

※①と②の併用申請はできません。

申請方法

申請書と必要な書類を茅野市商工課または観光課へ提出し

てください。

申請受付期間

10 月 31 日 （日） まで

必要書類等の詳細はホームページから　➡

ご覧ください。

〔茅野市中小企業者等応援金〕

〔新型コロナウイルス感染防止強化対策補助金〕

〔新型コロナウイルス感染症対策緊急支援金〕
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住民基本台帳の閲覧状況
問い合わせ　市民課　戸籍係　☎ 72 － 2101 （内線 252 ・ 253 ・ 258）

住民基本台帳法の一部改正により、平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧は、公共公益目的等で使用する場合に

限定されました。 また、毎年度、 閲覧の状況を公表することになりましたので、 令和2年4月1日から令和3年3月31日

までの閲覧状況を公表します。 〈（注）受託者は、 受：と表示してあります〉

令和２年度　国および地方公共団体の機関による閲覧の状況

令和２年度　個人または法人による閲覧の状況

閲　覧　者 請求事由の概要 閲覧日 閲覧に係る住民の範囲

総務省統計局統計調査部
受：一般社団法人　新情報センター
宮島　洋子

総務省統計局が実施する「家計消
費状況調査」に伴う対象者抽出

6月11日

令和2年4月2日現在16歳以上の男女個人　金沢（848〜
973、1115〜1136、1166〜1179、2171〜2200、
2202〜2235、2329〜2331、2335〜2414、
3884〜3959、3973〜3979）

独立行政法人国立病院機構久里浜
医療センター
株式会社ＲＪＣリサーチ
和田　豊子

独立行政法人国立病院機構久里
浜医療センターが実施する調査
「ギャンブル等依存症実態把握調
査」での対象者抽出のため

9月3日 豊平地区令和2年9月1日時点で18歳〜74歳までの男女

消費者庁
受：一般社団法人　新情報センター
宮島　洋子

令和２年度消費者意識基本調査
の対象者名簿作成のため

10月8日 泉野地区平成17年10月31日以前に生まれた男女

総務省統計局統計調査部
受：一般社団法人　新情報センター
宮島　洋子

総務省統計局の実施する「家計消
費状況調査」に伴う対象者抽出

10月8日

令 和 2 年 4 月 2 日 現 在 1 6 歳 以 上 の 男 女 個 人 　 宮 川 
（2002〜2009、2030〜2617、2638〜2653、
2657〜2658、2811、2825〜3227、3629〜
3635、3691〜3701、3715、3723〜3737、 
3739〜3776、3778）

国土交通省不動産・建設経済局土地
政策課
受：一般社団法人　中央調査社
原　弥生

国土交通省　不動産・経済局が実
施する「令和2年度土地問題に関
する国民の意識調査」実施のため
の対象者抽出

10月9日 本町東３、11番　平成12年10月末日までに生まれた男女

内閣府政策統括官（政策調整担当）
付参事官（青少年環境整備担当）
受：（株）日本リサーチセンター
原　弥生

「青少年のインターネット利用環境
実態調査」の対象者抽出のため

10月9日
宮川（3834〜）平成14年11月12日〜令和2年10月 
9日、本町東、本町西平成22年11月2日〜令和2年10月 
9日に生まれた男女

総務省統計局統計調査部
受：一般社団法人　新情報センター
宮島　洋子

総務省統計局が実施する「家計消
費状況調査」に伴う対象者抽出

2月2日

宮川(3839-7,3840〜3843、3845-3〜3845-
4、3848〜3851、3856-3、3953〜3964、4009
〜4010、3845-5、3845-6、3846〜3847、 
4034〜4039、4043〜4060、4067、4073〜
4074、4083〜4116、4163〜4175、4185〜
4194、4822〜4827、4972〜4982、5010-130、
4799、4810〜4821、4832〜4846、4984、 
5188〜5216、5232)

文化庁国語課
受：一般社団法人中央調査社
原　弥生

「国語に関する世論調査」の対象
者抽出のため

2月3日
塚原１丁目１４番　16歳以上の日本人の男女(平成17年 
２月末日まで生まれ)

自衛隊長野地方協力本部
坂木　祥一
小松　聡子

自衛官及び自衛官候補生の募集
に関する案内の送付に利用する
ため

2月17日
2月18日

出生の年月日が平成15年4月2日から平成16年4月1日ま
での男子及び女子。並びに平成11年4月2日から平成12
年4月1日までの男子及び女子。(日本人住民に限る。)

閲　覧　者 請求事由の概要 閲覧日 閲覧に係る住民の範囲

中大塩区長会
平賀　今夫

中大塩地区敬老会の対象者把握
のため

7月31日 中大塩地区令和2年9月21日現在80歳以上の男女個人

柳原　弘和 敬老会対象者の年齢確認のため 9月16日 中河原地区敬老会招待対象者２名

横内公民館
体レク部長　五味 健太郎

令和2年度横内公民館成人式典
新成人参加者確認のため

11月6日 平成12年4月2日〜平成13年4月1日生まれ横内区民男女

横内区高齢者クラブ
副会長　野明　長美

高齢者クラブ会員勧誘のため 11月11日
昭和32年1月1日〜昭和33年3月31日生まれの横内区民
男女

ちの分団第一部団員
田中　仁悟

ちの分団第一部の消防団員勧誘
のため

11月30日 上原区の平成４年4月1日〜平成15年3月31日生まれの男性
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新型コロナの影響を受けている中小企業者の皆さんへ

中小企業者等応援金の支給要件を緩和しました
１

新型コロナウイルス感染症拡大により著しく売上が減少して

いる市内中小企業者等を対象に応援金を支給要件を緩和し

支給します。

対象者

市内に事業所等を有する中小企業者等のうち、 令和２年売

上高または事業収入額が令和元年と比較して、 10％ 以上

減少している中小企業者等

※減少率が 20％から 10％となりました。

支給額

●令和２年の売上高又は事業収入額が令和元年に比べ

　 10％以上減少した場合　→　５万円

●令和２年の売上高または事業収入額が令和元年に比べ

50％以上減少し、 かつ令和元年または令和２年のいず

れかの売上額が 1,000 万円以上の場合　→10 万円

申請方法

申請書と必要な書類を茅野市商工課または観光課へ提出し

てください。

申請受付期間

8 月 31 日 （火） まで

必要書類等の詳細はホームページから　➡

ご覧ください。

感染防止強化のための新規設備投資を補助します
２

市内中小事業者等が、 業種別の感染拡大予防ガイドライン

等に沿って、 新型コロナウイルス感染防止対策のための新

規設備投資に要した経費の一部を補助します。

対象者

市内に事業所等を有する中小企業者等であって、 長野県が

推奨する 「新型コロナ対策推進宣言」 や 「茅野あんしん認証」

等に参加をしている事業者

補助対象経費

①基本的な感染防止対策（アルコールディスペンサーの設置など）

②飛沫感染防止対策 （仕切り用アクリル板の設置など）

③接触防止対策 （手洗い場の自動水栓化など）

④換気機能 （吸気口の増設、 換気扇のクリーニングなど）

補助率

補助対象経費の 2/3　　補助限度額は 10 万円

「茅野あんしん認証 EAT」 を取得した場合は補助率 10/10

※「茅野あんしん認証 EAT」 については、 ちの観光まちづ

　　くり推進機構へお問い合わせください （☎78-7631）。

補助対象期間

令和 3 年 4 月 1 日～ 9 月 30 日

申請方法

申請書と必要な書類を茅野市商工課へ提出してください。

申請受付期間

10 月 31 日 （日） まで

必要書類等の詳細はホームページから　➡

ご覧ください。

新型コロナウイルス感染症第４波の影響を受け、著しく売上減少した
市内事業者等へ支援金を支給します

３

対象者 ・ 支給額

市内に事業所等を有する中小企業者等であって、 長野県が

推奨する 「新型コロナ対策推進宣言」 や 「茅野あんしん認証」

等に参加をしている事業者

① 令和 3 年 3 月１日から令和 3 年５月 31 日までの売上

高または事業収入の合計額が平成 31 年３月 1 日から令

和元年５月 31 日までの期間と比べ 20％以上減少して

いる中小企業者等　→　10 万円

②令和 3 年 4 月～５月の期間において、 茅野市が主催ま

たは共催をした催事等において、 キャンセル等により直

接的に損害のあった中小企業者等　→　上限 10 万円

※①と②の併用申請はできません。

申請方法

申請書と必要な書類を茅野市商工課または観光課へ提出し

てください。

申請受付期間

10 月 31 日 （日） まで

必要書類等の詳細はホームページから　➡

ご覧ください。

〔茅野市中小企業者等応援金〕

〔新型コロナウイルス感染防止強化対策補助金〕

〔新型コロナウイルス感染症対策緊急支援金〕
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